
製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
試
験
を
次
の
と
お
り
実

施
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）

午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

場
所

奈
良
市
船
橋
町
一
〇

奈
良
県
立
大
学

二

受
験
手
続
等

１

受
験
願
書
の
配
布

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
消
費
・
生
活
安
全
課
、
葛
城
保
健
所
、
桜
井
保
健

所
、
郡
山
保
健
所
、
吉
野
保
健
所
及
び
内
吉
野
保
健
所
に
お
い
て
配
布
し
ま
す
。

２

受
験
願
書
の
受
付
の
日
時
及
び
場
所

日

時

場

所

平
成
二
十
一
年
七
月
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら

消
費
・
生
活
安
全
課

平
成
二
十
一
年
七
月
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で

葛
城
保
健
所

桜
井
保
健
所

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

郡
山
保
健
所

吉
野
保
健
所

内
吉
野
保
健
所

３

受
験
願
書
の
提
出
方
法

受
験
者
が
、
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

三

受
験
手
数
料

九
千
四
百
円
（
奈
良
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
は
り
付
け
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
）

四

受
験
票
の
交
付

受
験
願
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
受
験
票
を
交
付
す
る
と
と
も
に
必
要
事
項
を
通
知
し
ま
す
。

五

合
格
者
の
発
表

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
に
県
庁
前
掲
示
場
及
び
受
験
願
書
を
受
け



付
け
た
保
健
所
内
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
本
人
に
通
知
し
ま
す
。

六

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
奈
良
市
登
大
路
町
三
〇
番
地

奈
良
県
福
祉
部
健
康
安

全
局
消
費
・
生
活
安
全
課
（
電
話
〇
七
四
二
ー
二
七
ー
八
六
八
一
）
に
お
い
て
受
け
付
け
ま
す
。
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